
 
令和８年 民生委員・児童委員及び主任児童委員候補者の推薦について【協力依頼】 

 
１ 趣旨 

  令和８年７月１日付・12月１日付の民生委員・児童委員及び主任児童委員の欠員補充及び

増員につきまして、候補者を推薦していただくよう、各自治会町内会長の御協力をお願いし

ます。 

 
２ お願いしたいこと 

【区連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】該当の地区の地区連長あて資料を送付します。 

主任児童委員の候補者にかかる連合地区推薦準備会を開催し、候補者を推薦く

ださるようお願いします。 

【単位会長】該当の自治会町内会の会長あて資料を送付します。 

民生委員・児童委員の候補者にかかる地区推薦準備会を開催し、候補者を推薦く

ださるようお願いします。 

 

３ 依頼事項 

 (1) 推薦準備会の開催 

 (2) 民生委員・児童委員、主任児童委員候補者の推薦 

 (3) 推薦書類の作成及び区への提出 

※ 具体的な手続きについては、各区福祉保健課からご案内いたします。 

 自治会町内会 地区連合町内会 

推薦の対象  民生委員・児童委員  主任児童委員 

推薦人の 

選任 

・自治会町内会、地区民生委員児童委

員協議会の代表の方を含め、５人か

ら 10 人以内の推薦人を選任してく

ださい。 

・地区連合町内会、地区民生委員児童

委員協議会の代表の方を含め、５人

から 10 人以内の推薦人を選任して

ください。 

推薦準備会

の開催 

・推薦人のうち過半数の方の出席が必

要です。自治会町内会、地区民生委

員児童委員協議会の代表の方は必ず

ご出席ください。 

・推薦人のうち過半数の方の出席が必

要です。地区連合町内会、地区民生

委員児童委員協議会の代表の方は必

ずご出席ください。 

推薦準備会

の開催時期 

令和８年７月１日付け委嘱の場合  ⇒  令和８年３月～４月 
令和８年 12 月１日付け委嘱の場合 ⇒  令和８年８月～９月 

書類の作成 

区への提出 
・候補者の履歴書、会議録を作成のうえ、区にご提出ください。 

＜裏面あり＞ 

市連会２月定例会説明資料 
令 和 ８ 年 ２ 月 1 2 日 
健 康 福 祉 局 地 域 支 援 課 



４ 候補者推薦にあたってご留意をお願いしたい事項 

(1) 候補者の選出にあたっては、資料４「資格要件と推薦手続」をご確認ください。 

(2) 候補者の方に対し、民生委員・児童委員及び主任児童委員の活動や役割についてご説明

をお願いします。ご説明にあたっては、資料６「民生委員の活動紹介チラシ」等をご活用

ください。 
(3) 推薦準備会については、自治会町内会（地区連合町内会）の代表の方と地区民生委員児

童委員協議会の代表※の方は、必ず推薦人としてください。 

この両者が出席しない場合は、推薦準備会が開催できないこととしていますので、ご留

意ください。 

また、推薦準備会の開催においては、公正な運営をお願いいたします。 

※民生委員・児童委員の役割や実際の活動等に関するご説明やご質問等へご対応いただくため、

地区民生委員児童委員協議会の代表の方の出席は必須でお願いします。 

(4) 年齢要件の特例に該当する委員（民生委員・児童委員のみ）が活動されている地区にお

かれましては、引き続き候補者を探していただきますよう、御協力をお願いします。 
 

５ 添付資料 

資料１ 令和８年 民生委員･児童委員、主任児童委員推薦関係日程 

資料２ 民生委員・児童委員、主任児童委員推薦（委嘱）の手続図 

資料３ 民生委員・児童委員、主任児童委員の役割と活動 

資料４ 横浜市民生委員・児童委員、主任児童委員の資格要件と推薦手続 

資料５ 現員数一覧（令和７年 12月１日現在） 

資料６ 民生委員の活動紹介チラシ 

 

 

 

 

 

担 当：健康福祉局地域支援課 阿部 

電 話：045-671-4046 

ＦＡＸ：045-664-3622 

メール：kf-chiikishien@city.yokohama.lg.jp 



令和８年７月１日付け委嘱 令和８年１２月１日付け委嘱

①民生委員･児童委員：欠員補充及び増員 ①民生委員･児童委員：欠員補充及び増員

②主任児童委員：欠員補充及び増員 ②主任児童委員：欠員補充及び増員

　任期･･･令和　８年　７月　１日から 　任期･･･令和　８年１２月　１日から

　　 　　令和１０年１１月３０日まで    　　　令和１０年１１月３０日まで
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中旬 区より市推薦会に候補者内申

下旬
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中旬 厚生労働大臣あて推薦
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上旬 令和８年12月１日付け委嘱
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資料１
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(連合)地区推薦準備会

市社会福祉審議会
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市民生委員推薦会

民生委員・児童委員、主任児童委員推薦〔委嘱〕の手続図
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民生委員法による機関
市長委嘱（任期３年）

社会福祉法による機関
市長委嘱（任期３年）

【民生委員審査専門分科会の開催要件】

①推薦会で候補者全員が推薦されなかった場合
（ただし、候補者が一人もいない場合を除く）

②現任の民生委員に非行等の行為があった場合の職権解嘱
について、厚生労働大臣あて具申する際の同意を得る必要
がある場合。

資料２



   

 

民生委員・児童委員、主任児童委員の役割と活動 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【民生委員・児童委員、主任児童委員の役割等】 

○民生委員・児童委員は、担当する地域内で、住民から様々な生活上の困りごとや心配事に

関する相談に応じ、サポートするとともに、必要な支援を受けられるよう地域ケアプラザ

などの専門機関につなぐ役割を担っています。市内で約 4,000人の方が活動しています。 

○主任児童委員は、子どもや子育ての支援を主に担当する民生委員・児童委員です。 

 地区担当の民生委員・児童委員、学校や子どもの福祉に関する機関と連携して、様々な児

童問題について取り組んでいます。市内で約 500人の方が活動しています。 

【活動費の支給・会費負担】 

○給与は支給していません。活動にかかる交通費等として、活動費を支給しています。 

○民生委員・児童委員は、委嘱と同時に民生委員児童委員協議会及び社会福祉協議会の会員

となり、会費をご負担いただきます。（※活動費と会費負担については詳細裏面） 

【秘密を守る義務があります】 

○民生委員法により、住民の個別の相談をお受けするため、秘密を守る義務があり、 

委員を辞めた後も、秘密を守る必要があります。 

【地区民児協に所属し、相談・協力して活動します】 

○すべての民生委員・児童委員は、概ね連合町内会の区域単位で組織された、地区民生委員

児童委員協議会（地区民児協）に所属します。地区民児協では、関係機関との連絡・調整、

日ごろの活動についての情報交換や地域の福祉課題の検討などを行っています。 

【民生委員・児童委員の活動】 

○日常的な見守り、訪問活動を通じて、担当地区内の住民の生活実態や支援を必要とする方

などを把握します。 

○地域住民から相談を受け、介護や子育て支援等の福祉サービスに関する情報提供し、必要

に応じて区福祉保健センターや地域ケアプラザ等につなぎます。 

○活動を通じて得た課題や改善点について、社会福祉関係者や行政機関と情報を共有します。 

〇区福祉保健センターその他関係機関の業務に協力をお願いしています。 

【主任児童委員の活動】 

○主に、地区を担当する民生委員・児童委員と連携して学校、児童相談所等、関係機関との

連絡・調整を行います。 

〇民生委員・児童委員と連携して、子育て支援活動等を行います。 

〇区福祉保健センターその他関係機関の業務に協力をお願いしています。 

 

資料３ 

【民生委員・児童委員、主任児童委員とは】 

○厚生労働大臣から委嘱され、横浜市長が担当区域を定める、無報酬の非常勤特別職の 

地方公務員です。 

 



 

 

 

【参考】活動費の支給と会費のご負担について 

 

 【活動費の支給】 

年間 70,200 円                                 

支援をしている方への訪問や連絡、研修参加など、民生委員・児童委員活動を行う際

にかかる交通費や通信費等に充てるための活動費を、区役所から年２回に分けて支給

します。 

なお、活動費は給与や報酬ではなく実費弁償であるため、確定申告等は不要です。 

 

 

 

 

【会費の負担】 

年間＜区ごとに記載＞円 （令和７年度の場合）                  

横浜市民生委員児童委員協議会（市民児協）は、活動に役立つ情報提供や会員同士

の情報交換、研修を行うとともに、退任時の慰労金や疾病の際の見舞金等を支給する互

助事業などを行っています。 

また、市社会福祉協議会（市社協）・区社会福祉協議会（区社協）でも、情報提供・

情報共有、活動の後方支援等により、民生委員・児童委員の活動を支えています。 

これらの組織は会費や市補助金で運営されており、民生委員・児童委員は就任と同

時に会員となるため、会費をご負担いただいています。 

 

【会費の内訳・使途】 

項目 金額（円）  

市民児協会費 2,180 主に、区・地区民児協事業費に充当 

市民協互助事業会費 1,600 
民生委員の公務疾病見舞金や死亡弔慰金、退任慰

労金等（互助事業給付金）に充当 

市民児協周年事業積立金 100 周年事業費としての積立金に充当 

全民児連会費 700 
全国民生委員児童委員連合会の分担金（全民児連

事業費）に充当 

全国互助共励会費 1,900 

全民児連の互助事業（民生委員の死亡、傷病、災

害にかかる弔慰金または見舞金の支給）と共励事

業（委員活動に必要な資料の作成配布等）に充当 

関ブロ民連会費 20 
関東ブロック民生委員児童委員連合協議会の会費

（関ブロ民連事業費）に充当 

横浜市社会福祉協議会会費 1,000 
市社会福祉協議会会費（主に市社協の法人運営、

「福祉よこはま」作成等事業費）に充当 

市民児協会費 計 7,500  

 

資料３ 



 

 

 

横浜市民生委員・児童委員、主任児童委員の資格要件と推薦手続 
 

 民生委員・児童委員 主任児童委員 

１．資格要件 

①適任者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②年齢要件 

（基準日） 

令和８（2026）年

４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

③居住要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新任    ６８歳までの方 

(昭和 32年４月２日以降出生) 
※選出が困難な場合に限り、74歳（昭

和 26 年４月２日以降出生）までの方

とすることが可能です。 

 

◆元職    ７４歳までの方 

(昭和 26年４月２日以降出生) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新任    ５４歳までの方 

(昭和 46年４月２日以降出生) 
※選出が困難な場合に限り、58歳（昭

和 42 年４月２日以降出生）までの方

とすることが可能です。 

 

◆元職    ６０歳までの方 

(昭和 40年４月２日以降出生) 
※選出が困難な場合に限り、64歳（昭

和 36 年４月２日以降出生）までの方

とすることが可能です。 

 

２．任期   

３．推薦主体 

 

①設置の単位 

 

 

②構成 

 

③構成員 

（推薦人） 

 

 

 

 

 

 

 

           

地区推薦準備会 

 

主に自治会町内会を単位とします。 

 

 

推薦人５～１０人 

 

自治会町内会の代表、地区民児協の

代表、その他地域住民の福祉等に関

係のある方 

※自治会町内会の代表と地区民児

協の代表は、地区推薦準備会に必ず

出席してください。 

 

 

 

 

 

連合地区推薦準備会 

 

主に地区連合町内会を単位します。 

（地区民児協を単位とします。） 

 

推薦人５～１０人 

 

地区連合町内会の代表、地区民児協

の代表、その他児童の福祉等に関係

のある方 

※地区連合町内会の代表と地区民

児協の代表は、連合地区推薦準備会

に必ず出席してください。 

地域の福祉活動やボランティア活動の人材情報を幅広く集め、地

区・連合地区推薦準備会で、適任者を選出します。 

18 歳以上で横浜市会議員の選挙権を有する方のうち、次に掲げる

要件に当てはまる方を選任してください。 

・ 民生委員･児童委員（主任児童委員）活動に時間を割くことがで

き、円満な常識を持ち、健康である方 

・ その地域の実情をよく知っており、地域の方が気軽に相談に行

けるような方 

・ 個人情報について、十分配慮し適正な管理ができる方 

 

原則、担当地域内に居住する方 

資料４ 

令和 10 年(2028)年１１月３０日まで 



 民生委員・児童委員、主任児童委員共通 

４．地区推薦準備

会、連合地区推薦

準備会開催 

           

 

 

・候補者の人選 

地区推薦準備会（民生委員・児童委員の推薦）、連合地区推薦準備会（主

任児童委員の推薦）の会議開催までに、候補者の人選を行い、候補者

へ「候補者履歴書（指定の様式）」の作成を依頼しておきます。 

 

 

 

 

・推薦人の人選 

推薦準備会の会議開催までに推薦準備会推薦人を選出しておきます。 

「地区・連合地区推薦準備会推薦人選出報告書（指定の様式）」を作成

します。 

・開催の案内 

推薦準備会の日時と場所を決定し、選出した推薦準備会推薦人の方々

にお知らせします。 

 

 

 

 

①開催条件の確認 

自治会町内会（地区連合町内会）の代表及び地区民生委員児童委員協

議会の代表が出席し、推薦人の半数以上が出席していることを確認し

ます。 

②会議の進行 

会議の座長を推薦人の互選により定め、座長は「地区・連合地区推薦

準備会推薦人の方々にお願い」を読み上げ、会議の趣旨の徹底を図り

ます。 

③審議 

 主に次の点について審議します。 

・適任者の要件を満たしているか。 

・留意事項を確認しているか。 

 ・年齢要件、居住要件を満たしているか。 

 ・個人情報の取扱いについて十分配慮し、適正な管理ができるか。 

④会議録の作成 

「地区・連合地区推薦準備会会議録（指定の様式）」を作成し、推薦人

に署名をいただきます。 

 

 

 

  

推薦準備会の終了後に、次の書類を区役所福祉保健課へ提出してくだ

さい。 

(1)「民生委員・児童委員候補者履歴書」「主任児童委員候補者履歴書」 

(2)「地区・連合地区推薦準備会会議録」 

(3)「地区・連合地区推薦準備会推薦人選出報告書」 

 

 

開催までの準備 

開 催 

候補者の内申 

履歴書は、推薦準備会における審議資料として使用し、それ以外

の目的には使用しないことを候補者に伝え同意を得てください。

取扱いには十分注意してください。 

会議は非公開とし、出席者は議事に関する秘密を厳守します。 



令和７年12月１日現在　民生委員・児童委員、主任児童委員現員数一覧

男 女 計 男 女 計 男 女 計

計 4,226 802 2,899 3,701 530 23 437 460 4,756 825 3,336 4,161

鶴見区 306 68 219 287 34 7 27 34 340 75 246 321

神奈川区 282 44 196 240 36 4 29 33 318 48 225 273

西区 123 18 86 104 12 2 10 12 135 20 96 116

中区 169 27 117 144 26 2 21 23 195 29 138 167

南区 247 55 163 218 33 1 29 30 280 56 192 248

港南区 261 35 187 222 30 0 24 24 291 35 211 246

保土ケ谷区 253 42 177 219 46 0 39 39 299 42 216 258

旭区 294 40 199 239 40 2 25 27 334 42 224 266

磯子区 217 31 153 184 20 1 14 15 237 32 167 199

金沢区 248 31 176 207 32 0 27 27 280 31 203 234

港北区 379 77 251 328 46 1 39 40 425 78 290 368

緑区 204 33 154 187 23 0 20 20 227 33 174 207

青葉区 299 49 224 273 32 0 30 30 331 49 254 303

都筑区 169 43 102 145 20 3 16 19 189 46 118 164

戸塚区 309 74 217 291 38 0 33 33 347 74 250 324

栄区 150 45 91 136 14 0 14 14 164 45 105 150

泉区 169 58 94 152 24 0 22 22 193 58 116 174

瀬谷区 147 32 93 125 24 0 18 18 171 32 111 143
＊定数は令和７年12月１日現在

民生委員・児童委員 主任児童委員 合計

定数
現員数

定数
現員数

定数
現員数

資
料

５



資料６





令和8年２月１日時点　各地区の現員数・欠員数の状況

第一地区 第２地区 第３地区 第４地区 第五地区 第六地区 合計

定数 15 13 23 24 32 28 135

現員数 14 10 20 19 30 23 116

欠員数 1 3 3 5 2 5 19

令和8年2月１日時点　欠員地区

担当

３

３

5

9

１

2

11

2

３

6

18

20

５

23

９

第六地区 10 浅間台自治会

第六地区 15

23

24

伊勢町三丁目睦会

老松町２９
（アトラス野毛山、野毛山マンション）

伊勢町３丁目１３０、
１３３－１・２・３・１２、１３４～１４８

自治会町内会

宮崎町親和会

西杉町内会

西前三丁目町内会

浜松町町内会

浜松町東部自治会

担　当　区　域

宮崎町全域

中央１丁目１～７、１２～１８、２２、２
３、西前町２丁目、
伊勢町３丁目１３３－５～７、１３３－１
３、１３３－１６～１９

中央２丁目１、２（２－１～７、２－８の一
部、２－９の一部を除く）、
３～４、１８～２６、西前町３丁目

第４地区

浜松町８～１６

浜松町１～７

久保町第三自治会

伊勢町二丁目町会

伊勢町２・３丁目親和会

久保町３－１３～２４、１５、１６、２５、
２６、２７－２３～２７、３５～３７

伊勢町２丁目７９～９６
（８８、８９を除く）

伊勢町２丁目９７～１１３
伊勢町３丁目１１８～１３２

野毛山マンション管理組合

第３地区

第３地区

第３地区

第４地区

第４地区

第２地区

地区

第一地区

第２地区

第２地区

第４地区

第４地区 霞ケ丘５０～９１、９８～１０１ 霞ヶ丘丘友会

第五地区
平沼１丁目３７～３９
４０－１７（モンテベルデ横浜）、４０－２
５（アール・ケープラザ横浜Ⅱ）

平沼昭和親交会

赤門町２丁目全域 赤門町二丁目自治会

第五地区 みなとみらい四丁目９番１
ＭＭタワーズフォレシス

Ｍ．Ｍ．Ｔｏｗｅｒｓ Ｆ
ｏｒｅｓｉｓ管理組合

第六地区

北軽井沢１、４の一部、６、７、
８－７６（マスターヒルズ横濱）、５１、
６３、６４、南軽井沢８、５４、５５の一
部、５８

北軽井沢むつみ会

第六地区 南浅間町２０、２７～３１ 南浅間町第三町内会

浅間台１～２３、２４の一部、２７の一部、
２８の一部、２９～３５

浅間町２丁目９５～１０２ 浅間町2丁目自治会

第六地区 南浅間町１０～１９ 南浅間町第二町内会




